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証券総合取引約款新旧対照表 
静銀ティーエム証券 

 

改訂後 改訂前 

証券総合取引約款 

第 21 条 （取引残高報告書等） 

⑴ 当社は内閣府令第 98 条等の規定に基づき、四半期に１回

以上、期間内のお取引内容、お取引後の残高を記載した取引残高

報告書をお客さまに交付いたします。お取引がない場合は、１年

に１回（信用取引および発行日取引（以下、「信用取引等」といい

ます｡）、デリバティブ取引の未決済建玉がある場合には２回）以

上行います。また、取引残高報告書を定期的に通知する場合には、

法律の定めるところにより四半期に１回以上、残高照合のための

報告内容を含め行います。 

⑵ 当社は、前項の規定にかかわらず、お客さまが特定投資家（金

商法第２条第 31 項に規定する特定投資家（同法第 34 条の２

第５項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除

き、同法第 34 条の３第 4 項（同法第 34 条の４第６項におい

て準用する場合を含みます。）の規定により特定投資家とみなさ

れる者を含みます。）をいいます。）である場合であって、お客さ

まからの前項に定める残高照合のための報告内容に関する照会

に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当

社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないこ

とがあります。 

⑶ 取引残高報告書をお渡しした後、15 日以内にご連絡がなか

ったときは、当社はその記載事項すべてについてご承認いただい

たものとさせていただきますので、取引残高報告書を受領した場

合は、速やかにその内容をご確認ください。 

⑷ 当社が届出のあった名称、住所にあてて通知を行いまたはそ

の他の送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかっ

たときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。 

⑸ 当社からの報告書や連絡内容等、お取引に関する事項でご不

審な点があるときは、すみやかに当社コンプライアンス・リスク

統括部（054-250-8832）に直接ご連絡ください。 

 

証券総合取引約款 

第 21 条 （取引残高報告書等） 

⑴ 当社は内閣府令第98 条等の規定に基づき、四半期に１回以上、

期間内のお取引内容、お取引後の残高を記載した取引残高報告書をお

客さまに交付いたします。お取引がない場合は、１年に１回（信用取

引および発行日取引（以下、「信用取引等」といいます｡）、デリバテ

ィブ取引の未決済建玉がある場合には２回）以上行います。また、取

引残高報告書を定期的に通知する場合には、法律の定めるところによ

り四半期に１回以上、残高照合のための報告内容を含め行います。 

⑵ 当社は、前項の規定にかかわらず、お客さまが特定投資家（金商

法第２条第 31 項に規定する特定投資家（同法第 34 条の２第５項

の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第

34 条の３第 4 項（同法第 34 条の４第６項において準用する場合

を含みます。）の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。）

をいいます。）である場合であって、お客さまからの前項に定める残

高照合のための報告内容に関する照会に対して速やかに回答できる

体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合

のためのご報告を行わないことがあります。 

⑶ 取引残高報告書をお渡しした後、15 日以内にご連絡がなかった

ときは、当社はその記載事項すべてについてご承認いただいたものと

させていただきますので、取引残高報告書を受領した場合は、速やか

にその内容をご確認ください。 

⑷ 当社が届出のあった名称、住所にあてて通知を行いまたはその他

の送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときで

も通常到達すべきときに到達したものとみなします。 

⑸ 当社からの報告書や連絡内容等、お取引に関する事項でご不審な

点があるときは、すみやかに当社コンプライアンス部（054-250-

8832）に直接ご連絡ください。 

 


